
⽇本⼥⼦⼤学 ⾃⼰点検・評価体制 2021年度〜 2023.4.1現在

 11月事業計画及び 副学⻑、学⻑補佐、学部⻑、研究科委員⻑（代表）

　予算編成作成開始 （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）JWU⼥⼦⾼等教育ｾﾝﾀｰ所⻑、基盤教育ｾﾝﾀｰ⻑、

 2月事業報告書作成        通信教育課程⻑、学務部⻑、学⽣⽣活部⻑

委員⻑ 副学⻑
委員 副学⻑、 事務局⻑、
       教学企画部⻑、 総務部⻑、部⾨⻑(計7名)   

　4月目標策定 　5月目標点検

  10月中間報告 　10月中間報告

　1月自己点検 　2月到達点検／報告

＜ＰＤＣＡサイクル イメージ図＞

※２ 年３回のモニタリングを含む

【検証内容】

理念
目的

建学の精神
三綱領

３つのポリシー／人材養成・教育研究上の目的に関する規程

計画 中・⻑期計画 （アクション・プラン 2021〜2023年度）

学
園
綜
合
計
画
委
員
会

常任理事会               理事会（議⻑︓理事⻑） ／ 評議員会    

大学改革運営会議
（大学執⾏部会議の諮問機関）

大学執⾏部会議【教学マネジメント組織】（教学部門の意思決定機関）

学⻑

自己点検・評価委員会【内部質保証推進組織】 外
部
評
価
委
員
会

自己点検・
評価委員会

幹事会

該当委員会／部局等 部⾨ 部⾨担当（ 教員21名※1 + 部⻑クラス ） 対応する⼤学基準等

基準3・8

学部(教授会)、研究科(委員会)、
JWU⼥⼦⾼等教育センター、

基盤教育センター 等
①教学部⾨ 教員３名 学務部⻑、学務部事務部⻑

●理念・目的
●教育課程・学習成果
●教員・教員組織

基準
1・4・
5・6

図書館、メディアセンター 等 ②教育研究等環境部⾨ 教員3名
学務部⻑、学務部事務部⻑
管理部⻑、図書館事務部⻑

●教育研究組織
●教育研究等環境

Ｐ︓⼤学全体のプランニング
（＝事業計画）の責任を負う

学⽣支援センター、
国際交流センター 等

④学⽣部⾨ 教員3名
学⽣⽣活部⻑
学⽣⽣活事務部⻑

●学⽣支援 基準７
Ｐ'︓事業計画に基づき
  各部局へ実⾏指⽰する社会連携教育センター、

⽣涯学習センター 等
⑤社会連携部⾨

入学試験協議会 等 ③入試部⾨ 教員3名 入学部⻑ ●学⽣の受け入れ 基準５

教員3名
社会連携教育ｾﾝﾀｰ所⻑
通信教育・⽣涯学習事務部⻑

●社会連携・社会貢献 基準９

事務局 等 ⑥⼤学運営・財政部⾨ 教員3名 財務部⻑ ●⼤学運営・財務 基準１０
Ｄ︓それぞれの計画に基づき
  実⾏する

※1 教員21名
…専⾨性が必要な部分は
委員⻑指名、それ以外は
各学部より選出

教学 教学以外

Ｃ︓部⾨ごとに点検・報告を
  ⾏う

教育プログラムの有効性の検証 諸活動の有効性の検証
【主体】学部（教授会）、研究科（委員会） 【主体】各組織

JWU⼥⼦⾼等教育ｾﾝﾀｰ（FD、IR含む） 他

Ｃ'︓部⾨からの報告をもとに
  最終点検を⾏う

授業の内容・方法の有効性の検証
【主体】教員

Ａ︓部⾨ごとの点検結果を
  全学的観点から検証し、
  その結果を反映した報告書
  を学⻑へ上程する

⑦教職課程部⾨ 教員3名
学務部⻑、学務部事務部⻑
通信教育・⽣涯学習事務部⻑

教育職員免許法施⾏規則等の⼀部を改
正する省令

－

中・⻑期計画に基づき
事業計画（P）作成

報告書上程

各部⾨報告 改善指⽰

（学部・院）
実行指示

（事務局）
実行指示

⾃
⼰
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事業計画
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果

指
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5月目標点検

10月中間報告

3月報告書作成

Ｐ
大学執行部

P'
大学改革運
営会議及び
常任理事会

D
該当委員会
及び部局

Ｃ
自己点検・
評価委員会
７つの部門

Ｃ'
自己点検・
評価委員会

幹事会

A
自己点検・
評価委員会

報
告
書
上
程


